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平成２６年度 工事監査報告

第１ 監査の実施内容

１ 実施根拠

地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定による財務監査及び事務監査の一環

として、「久留米市工事監査実施要領（平成１６年４月１日制定）」に基づき実施した。

２ 監査の対象

監査の対象工事として、平成２６年度において施工中の工事のうち、選定基準（建

築工事、契約金額 2,000 万円以上及び進捗率がおおむね５０％～８０％の範囲にあ

る工事）を勘案して｢福光団地№２棟新築工事｣を選定した。

本工事は、「久留米市営住宅長寿命化計画」に基づく住宅の整備スケジュールにお

いて、前期（平成２３年度から平成２７年度）に建替えが計画されている１４棟の

うちの１棟で、更に後期（平成２８年度から平成３２年度）には５棟の建替えが計

画されている。

なお、監査対象部局は、都市建設部及び総務部である。

３ 実 施 方 法

工事関係書類の審査、工事担当職員及び工事関係者からの聴き取り調査及び現地

調査の方法により監査を行った。工事技術面については、公益社団法人日本技術士

会（担当：大津 昌紀 技術士）の講評及び意見を基礎としている。

４ 監査実施期間

平成２７年１月１４日（水）から同年３月３１日（火）まで

（上記の期間中、平成２７年１月１４日（水）に、書類審査、ヒアリング及び

現地調査を実施した。）
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第２ 監査対象工事の概要

監査対象工事の概要については、以下のとおりである。なお、記載内容は書類審査

等を実施した時点のものである。

１ 事業の概要 本市の市営住宅において、平成２１年４月１日現在では耐用

年限を超過した住宅が１，０５３戸（うち木造住宅が６０６戸）

あり、特に木造住宅は老朽化や住宅の質の低下が見られていた。

市は平成２３年２月に「久留米市営住宅長寿命化計画」を策定

し、その中で、既に耐用年限を超過している住宅及び平成２３

年度からの１０年間のうちに耐用年限を超過する住宅について、

計画期間内（平成３２年度まで）での解消や市営住宅の集約化

による効率的・効果的な建替えに努めることとした。

           今回監査の対象となった福光団地№２棟は、この計画に沿っ

て、昭和４３年に建設され老朽化の著しかった木造の福光団地

を中層化し、また、周辺の田中団地や草場団地といった老朽市

営住宅団地を解消・集約化するために建て替えるものである。

２ 建設地    久留米市三潴町福光４２４番地

３ 工事内容    建築一式工事

(1) 敷地概要

  ① 敷地面積：6,002.37㎡

② 用途地域：都市計画区域 無指定

(2) 建物概要

① 用  途：共同住宅

  ② 構  造：鉄筋コンクリート造５階建（壁式構造※）

※  鉄筋コンクリート造りの一種で、柱や梁を使わないで、壁で躯体にかかる力を支える構造のこと。

  ③ 建築面積：813.68㎡

  ④ 延床面積：3,180.94㎡

  ⑤ 戸  数：４４戸（２ＤＫ：１５戸 ２ＬＤＫ：１４戸 ３ＬＤＫ：１５戸 ）

    ⑥ 併  設：集会所（５階建の１階部分）

⑦ 付属建物：物置、自転車置場

４ 設 計 金 額 5億1,222万7,800円（消費税等含む。）

５ 請 負 金 額 5億420万8,800円（消費税等含む。）落札率 98.4％



3

６ 工   期  平成２６年３月２７日から平成２７年４月２０日まで

７ 入 札 方 法   総合評価方式条件付き一般競争入札

８ 請 負 業 者  平田・テラシマ・日栄 特定建設工事共同企業体

９ 設 計 者  有限会社池上博文建築研究所

１０ 監 理 者      同  上

１１ 出 来 高  当初計画 約58％、実績 約53％

第３ 監査の着眼点

１ 「久留米市工事監査実施要領」に基づく着眼点

工事が適法かつ合理的・能率的に行われたか、また、それは経済的に妥当なもので

あったかなどの点について、次のような着眼点に立って実施した。

(1) 総括的な着眼点及び工事計画に係る着眼点

上位計画との整合性はあるか、計画自体の法令違反等はないか、事前調査は十

分に行われているか、工事関連機関等との協議・調整は十分に行われているか、

地元住民に対する事前説明及び調整がなされているか

(2) 設計に係る着眼点

事業目的・法令等・現場の状況に適合した設計となっているか、工期の設定や

環境・安全への配慮は適切か、経済的な設計が十分検討されているか、将来の維

持管理の難易は考慮されているか、仕様書･設計図書及び明細書は的確に作成さ

れているか

(3) 積算に係る着眼点

客観的な積算基準が制定されているか、積算及びそのチェックは組織的に行わ

れているか、また歩掛･単価や数量は適正か

(4) 契約に係る着眼点

契約の方法及び手続は適正か

(5) 施工・施工管理に係る着眼点

施工計画書は適切か、工程管理は的確に行われているか、法令等を遵守し、設

計図書どおり施工されているか、安全対策･環境対策は十分に行われているか

(6) 工事監理及び施設･設備の維持管理に係る着眼点

工事監理が適切になされているか、各種打合せの開催は適切に行われ、議事録

は作成されているか、施設･設備の維持管理は良好になされているか

(7) 業務委託に係る着眼点

設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か、また委託料の積算は正確

で、その積算根拠は明確か、委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に

行われているか



4

２ 関係法令等に基づく着眼点

公共工事に関する各種法令については、発注者・請負業者ともに当然に理解し、遵

守すべきである。しかしながら、不良・不適格業者の存在をはじめ、一括下請負、技

術者の不専任、不適正な元請下請関係等の法令違反が問題となることがあるため、工

事請負契約及び工事施工に関する基本的法令である「公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律」及び「建設業法」の遵守状況に係る事項についても、工事監

査における着眼点とした。

第４ 監 査 の 結 果

今回監査の対象とした「福光団地№２棟新築工事」の契約関係書類、設計図書類及

び施工状況・工事監理等については、各着眼点に基づき監査を行ったところ、良好で

あると認められ、特に指摘すべき事項はなかった。今後も、適正な工事の施工に努め

られたい。

監査結果に対する所見の主なものは、以下のとおりである。

１ 事業計画について

市営住宅の整備に当たっては、定住促進や良好な住環境の提供という本市の施策を

踏まえることが重要である。当住宅の設計コンセプトは、子育て世代をはじめ、高齢

者や障害者が安全に安心して暮らせるまちづくりという理念のもと「久留米市営住宅

等整備要綱」に則って組み立てられているということから、目的どおりの生活環境が

実現することを期待したい。

２ 安全配慮と工事品質の確保

現場作業については「安全は全てを優先する」というスローガンに基づき、災害防

止や安全衛生などの管理手続も適切に行われていることが認められる。現地調査時点

では、工事進捗の遅れが若干見られたが、完成まで、なお一層の安全配慮と適正な品

質による工事の完成を目指すよう努められたい。

３ 資産としての公共施設の維持管理

住宅の完成後においても、公共施設としての安全性、耐久性、快適性など、性能や

機能の維持管理には相当の費用が必要となる。建設によって得られた資料やデータの

整理を的確に行なって、施設のライフサイクルコストを考慮した長期にわたる公共施

設の資産管理に役立てられたい。
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【参考写真：平成２７年４月撮影】

                  

2LDK 3LDK 2LDK 2DK 集会所

小会議室
大会議室

（段差解消に配慮した居室：3LDK の例）

（１階集会所）（外観）

（１階平面図）
























